
文書 章番号等

1 調達概要書 2(6)

2 調達概要書 5(1)

3 調達概要書 5(4)オ

こども家庭庁ホームページにおけるこども向けWEBサイト構築業務（Q&A）

契約期間が令和5年7月中旬～令和6年3月31日となっておりますが、経費支払の時

期についてご提示願います。

以下想定です。

　①令和5年12月　　　　　　　 WEBサイト構築費用(1次オープン)

　②令和5年12月　　　　　　 　市販ソフトウェアライセンス(一括)

　③令和5年12月～令和6年4月　市販ソフトウェアサポートサービス(月額)

　④令和5年12月～令和6年4月　運用維持費用(月額)

　⑤令和5年12月～令和6年4月　クラウド環境費用(月額・従量課金)

　※検収月の翌月払いを前提としています

本契約における支払いは、３月末の検査完了後、令

和６年４月に一括での支払いとなります。

「⑴ 提案概要書については、２０ページ以内とすること。なお、後述「６. ⑴ .イ

～オ」に示すものは、ページ数に含まないものとする。」とございますが、5(12)

の証明書類の写しは20ページの中に含まれるという認識でよろしいでしょうか。も

しくは「６. ⑴ .イ」に該当するため、20ページの範囲外と考えてよろしいでしょう

か。また、20ページの中に含まれる場合、複数の書類を1ページに集約して提示さ

せていただくことは可能でしょうか。

　ご照会いただいたとおり、5(12)の証明書類の写しは

「６. ⑴ .イ」に該当するため、20ページの範囲外です。

こどもの自発的なアクセス獲得のために、こどもに人気のコンテンツを持つ事業者

等とのタイアップ等の手法が考えられます。当該コンテンツをサイト内で掲出する

上で、例えば出典元やコンテンツ名称を明記したり、外部に著作が残るコンテンツ

を流用するなどの方法をとっても差し支えないでしょうか。また、対象のコンテン

ツに限り、契約期間終了後にコンテンツの表示を削除する必要がございますが、こ

れも差し支えないでしょうか。

出典元やコンテンツ名称を明記することは、問題ないもの

と承知しております。他方、契約期間終了と同時に削除さ

れることについては承知しております。必要に応じて、翌

年度の保守業務における仕様書の中に記載するものと考え

ております。
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4 調達概要書 7(2)オ

5 調達概要書 9

6 仕様書(案) 5.1.1

7 仕様書（案） 5.2

本サイトはパブリッククラウド上に構築するものと理解していますが、パブリック

クラウドは従量課金制となっております。

そのため、パブリッククラウドの利用料は月々の利用量に応じて変動する月額での

精算という理解でよろしいでしょうか。

また、このとき、クラウド利用料に関しては契約期間内の確定費用として提示する

ことが困難ですので、受託者側で一定の前提条件を付けたうえの概算費用となるこ

とで問題ありませんでしょうか。

契約額については、調達概要書に記載している概算

予算額を基準とし技術的対話の中で（前提条件等

を）協議していくものと考えております。なお、支

払いは一括払いとなります。また、現時点で概算費

用となることについては、問題ありません。

WEBコンテンツにおいて、こどもが楽しめるゲームや教材、キャラクターコラボ等

を行う場合、それぞれ利用料等がかかると想定されます。

ライセンスが有期である場合、その期間は一次オープン(令和5年11月1日)～契約期

間終了(令和6年3月31日)までという理解でよろしいでしょうか。

上記の場合、契約終了時点(令和6年3月31日)で当該コンテンツの削除が必要となり

ます。

認識に相違ありません。必要に応じて、翌年度の保

守業務における仕様書の中に記載するものと考えて

おります。

技術的対話ではコンテンツの中身に係る内容やシステム構成に係るもの、こどもへ

の配慮に関することなど様々想定されます。

それぞれの内容に精通した人員が同行してもよろしいでしょうか。

問題ありません。ただし、会場の広さ等において人

数を制限させていただくことがありますので、ご理

解ください。

企画提案書では本調達に係る費用とは別に、提案するホームページの運営に必要な

維持管理について必要な項目およびその概算額を提示することを要求されていると

理解しています。

概算額の提示にあたり、期間が定められていないため、月額の金額という理解でよ

ろしいでしょうか。

期間については、１年間の概算額を提示願います。
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8 仕様書（案） 5.2

9 仕様書（案） 5.2.2

10 仕様書(案) 5.3.2

11 仕様書(案) 5.5

定常時対応として、コンテンツの軽微な修正とありますが、これは一次オープンで

提供済みコンテンツの情報更新であり、新たなコンテンツ制作をすることはないと

いう理解でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。作成するコンテンツについて

は、技術的対話及び仕様書確定時に協議するものと

考えております。

貴庁との打合せや資料のやり取りについて、ご対応可能な方法をご教示ください。

例. オンライン会議(Teams)、メール、メール添付でのファイル送付など

対面、電話のほか、メール、メール添付などいずれ

も可能です。オンライン会議はTeams、webexに対

応可能です。

仕様書(案)5.2.2に、「基本設計及び詳細設計を行い、成果物について官側の承認を

受けること。」とありますが、最終承認者は契約担当官である「こども家庭庁長官

官房参事官（仮称）様」で認識相違ないでしょうか。

最終検査（承認）は、契約担当官が指定した検査職

員となります。

本サイト構築にあたり市販ソフトウェアが必要な場合、その市販ソフトウェアは必

要ライセンスを購入し、納品することでよろしいでしょうか。

また、市販ソフトウェアのサポートサービスは、契約期間内(※)の提供でよろしい

でしょうか。

※令和6年3月31日まで

ご認識のとおり。
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12 仕様書(案) 6.4

13 仕様書(案) 6.5.2

14 仕様書（案） 9.3(2)⑩

15 仕様書（案） 11(1) ご認識のとおり。

「本契約の内容に適合しない」と記載がございますが、本契約の内容については受

託者の提案によって最終的に決定する仕様書に基づくという認識でよろしいでしょ

うか。

「官側から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法に

て行うこと。」とございますが、現時点で想定されている受託者への受領方法はご

ざいますでしょうか。（メールへの添付、媒体による受け渡し等）

要保護情報の媒体種類と受託業者のセキュリティ環境に応

じて適切な方法を協議するものと考えてります。例とし

て、データファイルの場合、PCを持ってきていただき、

その場で記憶媒体からPCへコピーをお渡しすることなど

を想定しております。

最新のOSバージョンやブラウザに対応する必要があると認識しておりますが、OS

やブラウザの最新版がリリースされた場合、当該リリースでの変更内容によっては

動作検証等に一定の期間を要すると考えられます。

本要件は契約期間内における最新バージョンへの対応を求めるものであり、その対

応時期は貴庁と協議の上で決定するという理解でよろしいでしょうか。

ご認識のとおり。

運用保守期間については、受託者拠点よりクラウド環境にアクセスして保守作業を

行うことを想定しておりますが、その認識で相違ないでしょうか。

また、貴庁にてクラウド環境へ接続して作業を行う場合、必要な環境を受託者にて

準備する必要がございますでしょうか。準備が必要な場合、その内容をご提示願い

ます。

受託者拠点よりクラウド環境にアクセスして保守作

業を行うという認識で問題ありません。
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16 仕様書（案） 11(4) ご認識のとおり。

「⑴から⑶の請求に当たっては、請負者が本契約に不適合な成果物を引渡した場合

において、官側がその不適合を知ったときから1年以内に、請負者に対して不適合

の内容を通知するものとする」とございますが、検査によって契約不適合が発見さ

れると考えるため、成果物に対する検査完了後の1年以内という認識でよろしかっ

たでしょうか。
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